
 - 1 - 

令和４年５月２４日宣告 東京高等裁判所第６刑事部判決 

令和４年 第１７４号 詐欺被告事件 

主      文 

本件控訴を棄却する。 

当審における未決勾留日数中１００日を原判決の刑に算入する。 5 

理      由 

第１ 事案の概要及び控訴の趣意（以下、略称は原判決の例に従う。） 

１ 本件は、当時いずれも若手官僚であった被告人及びＡ（原審における相

被告人。）が、共謀の上、被告人らが既に設立していた会社（Ｂ商事株式会社

及びＣ株式会社）を利用し、持続化給付金合計４００万円及び家賃支援給付金10 

合計１１４９万９９９６円をだまし取った、という事案である。 

２ 本件控訴の趣意は、主任弁護人矢田次男及び弁護人吉野弦太作成の控訴

趣意書記載のとおりであり、論旨は、訴訟手続の法令違反及び量刑不当である

（主任弁護人は、第１回公判期日において、控訴趣意書中「控訴申立ての趣

旨」３並びに「控訴申立ての理由」第２及び第３における事実誤認とは、いず15 

れも量刑事情に関する事実誤認をいうものであり、量刑不当の主張である旨陳

述した）。 

第２ 訴訟手続の法令違反の論旨について 

 １ 訴訟手続の法令違反の論旨は、要するに、原審裁判所は、原審弁４号証

及び弁５号証の証拠調べ請求を却下する決定をしたが、これらはいずれも、被20 

告人とＡとの関係についての事実認定に大きな影響を及ぼす証拠であり、必要

性、関連性が認められるから、前記却下決定は判断を誤ったものであり、判決

に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反に当たる、というのであ

る。 

 ２ 原審記録によれば、この点に関する原審の経過は、次のとおりである。25 

すなわち、まず、原審第２回公判期日において、「被告人両名の人間関係」と
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の立証趣旨で原審弁４号証及び弁５号証の取調べ請求がされ、検察官は、いず

れについても不同意との意見を述べた。その後、同公判期日において、被告人

及びＡの各被告人質問が行われ、被告人は、原審弁護人の質問に答える形で、

原審弁４号証及び弁５号証の内容及び趣旨について説明する供述をした。各被

告人質問終了後、同公判期日において、検察官は、前記不同意意見を撤回し、5 

いずれについても同意するとの意見を述べた。その後、原審裁判所は、原審第

３回公判期日において、原審弁４号証及び弁５号証の証拠調べ請求をいずれも

却下した。これに対し、原審弁護人が、証拠の必要性、相当性の判断を誤った

ものであるとして異議を申し立てたが、原審裁判所は異議を棄却した。 

このような原審の経過によれば、原審裁判所は、原審弁４号証及び弁５号証10 

には証拠としての必要性がないことを理由に、前記却下決定をしたものと解さ

れるところ、前記のとおり、被告人は、原審第２回公判期日において、これら

証拠の内容及び趣旨について供述しているから、原審弁護人が原審弁４号証及

び弁５号証によって立証しようとした内容は、既に原審の証拠調べ手続に現れ

たものということができる。したがって、原審弁４号証及び弁５号証につき、15 

証拠としての必要性がないとの判断は相当というべきであり、前記却下決定に

違法はない。 

訴訟手続の法令違反の論旨は理由がない。 

第３ 量刑不当の論旨について 

１ 量刑不当の論旨は、要するに、被告人を懲役２年６か月の実刑に処した20 

原判決の量刑は重過ぎて不当であり、被告人には執行猶予付きの判決が相当で

ある、というものである。  

２ 原判決は、被告人を前記の実刑に処し、他方、共同被告人であったＡに

ついては、懲役２年に処し、４年間その刑の執行を猶予したが、その量刑判断

の要旨は、次のとおりである。 25 

⑴ 被告人及びＡに共通の事情として、両名は若手官僚であり、国民全体の
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奉仕者として公共の利益のために職務を遂行することを求められていたにもか

かわらず、詐欺という犯罪を繰り返したこと自体、国家公務員への国民の信頼

を裏切るものであり、ましてや、前記の給付金制度は新型コロナウイルス感染

症の感染拡大により大きな影響を受けている中小企業を支えるために設けられ

た、中小企業庁ひいては経済産業省の重要政策であるのに、こともあろうに同5 

省に所属あるいは関係する両名が重要政策の足を引っ張るという本来あり得な

い犯行というべきであり、強い非難に値し、多額の国費がだまし取られた結果

も重大である。 

⑵ 被告人に関する事情として、華美な生活を改められない中で私利私欲を

伴って本件各犯行に及んだものであるのみならず、Ａが以前にした失言やそれ10 

に伴う事態を執ように責め立てるなどして、犯行動機のないＡを巻き込んで本

件各犯行の実行行為を担当させたのであるから、非難の度合いは一層強くな

る。本件各犯行を主導したのは被告人であることは、被告人も認めており、だ

まし取った現金の相当部分を利得したことも認めている。そうすると、被告人

に対する非難の度合いはかなり高く、その役割や結果の重大性も踏まえると、15 

犯情は相当悪く、その刑事責任が重いことから、原則として実刑をもって臨む

べきである。 

⑶ Ａに関する事情として、被告人がいなければ犯行には及んでいなかった

ものであり、犯行に関与するに至った経緯には酌むべき余地がある。また、Ａ

自身が費消した利得も認められない。もっとも、Ａとしては、被告人からの指20 

示をいくらでも断れただけでなく、実行行為のすべてを担当して犯行を前に進

め、その中には自らの考えで工夫したものもある。そうすると、Ａの果たした

役割は重要であって、犯情は悪く、その刑事責任は決して軽くはないが、被告

人のそれとは格段の差がある。 

⑷ 一般情状として、全ての給付金について加算金等も含めて被害弁償が終25 

わっており、２００万円をＡが負担したほかは、大部分を被告人が負担してお
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り、財産犯である本件において被害回復されたことの意味は大きいこと、被告

人は罪を認めている上、拝金主義的な人間に成り下がっていたことも率直に認

め、Ａを巻き込んだことなどについても申し訳ないと述べて反省の態度を示す

とともに、これまでの生活を改めるなどして更生の意欲を示し、同居の父が母

と共に被告人を監督していくと理解できる証言を原審公判廷でしたこと、懲戒5 

免職処分を受けるなどの社会的制裁を受けたことなどの事情が認められる。 

⑸ 被害回復に尽力した点をはじめ、被告人のために酌むべき事情を十分評

価しても、犯情の重さ、殊に非難の度合いの高さや役割の重大性から導かれる

責任の重大さに照らすと、刑の執行を猶予するのが許容されるとはいえず、被

害回復の点等は刑期を定める上で考慮することとする。 10 

３ 原判決の前記量刑判断は、その量刑事情の認定・評価において一部是認

し難い点があるものの、被告人の刑の量定が重過ぎて不当であるとまではいえ

ず、結論においてこれを是認することができる。 

以下、所論に鑑み補足する。 

 ⑴ Ａが以前にした失言やそれに伴う事態を執ように責め立てるなどして、15 

犯行動機のないＡを巻き込んで本件各犯行の実行行為を担当させた、との原判

決の説示（前記２⑵）について 

ア 所論は、Ａは、被告人と親しい友人として濃密な関係を築き、被告人や

Ｃの資金負担で飲食、遊興等の利益を積極的に得つづけており、たとえ被告人

がＡを叱責することがあったとしても、一人の大人が精神的に支配され、自身20 

の動機もないのに犯行へ加担せざるを得なくなるような関係であったとはおよ

そ認められず、また、Ａは、本件各犯行時や、本件各犯行後に不正に受給した

直後にも、被告人やＣの利益にあずかり、金銭を受け取っていたのであるか

ら、Ａが不正受給の分け前としてＣから利益の還元を受けていたことは明らか

であり、自身がその恩恵にあずかる動機で加担したことも明らかである、とい25 

う。 
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イ そこで検討すると、まず、関係証拠によれば、以下の事実を認めること

ができる。 

被告人とＡは、高校生のとき以来の友人であったところ、被告人は、平成３

０年頃から、かつては起業の仲間であったが、その後仲違いした男性に対する

民事訴訟を提起しようと考え、Ａは被告人に求められてその準備に協力をして5 

いたが、Ａが親友でもある関係者の男性に対して、被告人に有利な証言をする

よう説得を試みた際に、不正な手段を用いて証拠を作出した事実を告白し、こ

れが実は録音されていて、被告人が、前記関係者の男性を味方に引き込むため

に同人を相手方として提訴した民事訴訟において、この録音データが証拠とし

て裁判所に提出されたことから、これらの訴訟の形勢は被告人にとって極めて10 

不利なものとなった。被告人は、これをＡの失態であるとして繰り返し責め、

Ａにおいても、このことで被告人に対して強い負い目を感じていた。そうした

中で、Ｃの名義上の代表者から、同社において持続化給付金を申請するのかど

うか打診されたことから、被告人は、Ａと相談の上、Ａに対し、Ｃが被告人と

コンサルティング契約を締結していることにしようと提案するとともに、具体15 

的な申請手続を行うことを指示し、さらに、Ｂ商事についても同様の申請手続

を指示したほか、家賃支援給付金の制度を知ると、同様に、Ａに対し、Ｂ商事

及びＣについての申請手続を指示して、本件各犯行が行われることとなった。

なお、Ｃは、被告人が、その資産運用益について、経費を計上することで利益

を圧縮するために設立したペーパーカンパニーであり、会社としての実態はな20 

く、実質的には、被告人の財産を運用したり管理したりする被告人の財布のよ

うな存在であった。また、Ｂ商事は、Ａが被告人に預けた金銭を運用するため

の会社として設立されたが、実際にそのような運用がなされることはなく、会

社としての実態はなかった。 

以上の経緯によれば、被告人が、Ａが以前にした失言やそれに伴う事態を執25 

ように責め立てるなどして、Ａに本件各犯行の実行行為を担当させた、とする
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原判決の認定に誤りはない。 

しかし、Ａの犯行動機については、関係証拠によれば、所論も指摘するよう

に、本件各犯行前後の頃、Ａが、被告人から金銭の交付を受けたり、被告人や

Ｃの負担で旅行、飲食、遊興をしたりしていたこと、本件各犯行後、Ａが、Ｃ

名義の口座からＡ名義の口座への振込により金銭を取得したこと、原判決も説5 

示するとおり、Ａは、被告人からの指示を断ることも可能であったのに、本件

各犯行の実行行為のすべてを担当して犯行を前に進め、自らの考えで工夫する

などしており、その犯行への関与の姿勢は消極的とはいい難いものであったこ

とが認められる。これらの事実に照らすと、本件各犯行による詐取金を直接的

に受け取るのではなく、いったんこれを取得した被告人（Ｃの名義を含む。）10 

から様々な形態で供与を受けるという間接的なものも含めれば、Ａが、自分も

利益を得られるのではないかと期待して本件各犯行に加担していた可能性は否

定し難いというべきである。したがって、犯行のきっかけがなかったとの趣旨

であればともかく、犯行動機のないＡを巻き込んだとの原判決の認定・評価は

不合理というほかなく、この点は是認することができない。 15 

 ⑵ だまし取った現金の相当部分を利得したことを被告人が認めている、と

の原判決の説示（前記２⑵）について 

ア 所論は、①原判決は、詐取した金員に相当する額を最終的に誰が利得し

たといえるのか、その客観的事実や評価には一切触れないまま、被告人が詐取

した金員の大半を利得したことを認めたかのように説示しているが、被告人20 

は、最終的な主たる利得者が被告人であることを認めたわけではなく、むし

ろ、Ａも多額の利益を得ていたと主張していたのであり、原判決は殊更これを

無視し、被告人が利益の大半を得たことを認めていると曲解した、②Ａは、令

和元年１１月に被告人から旅行費用として５０万円を受け取り、令和２年１１

月にはＣの費用で被告人や共通の友人と日帰り旅行をし、同年１２月にも飲食25 

等でＣに３１万３０００円分の負担をさせ、令和３年１月には飲食や遊興で４
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５万３９１２円分の負担をさせ、さらに、同年２月には、被告人からＢ商事の

家賃支援給付金相当額として５００万円を受け取っているほか、同月以降に、

Ｃ名義の口座からＡ名義の口座に合計１５８万円の振込を受けており、Ａは本

件各犯行の詐取金から利得を得ている、という。 

イ そこで、まず、本件各犯行による詐取金の利得状況について検討する。 5 

 関係証拠によれば、本件各犯行による詐取金について、次の事実が認め

られる。 

㋐Ｂ商事の申請による持続化給付金２００万円は、令和２年６月１日にＢ商

事名義の口座に振り込まれ、その後、うち１００万円が、前記の訴訟に係る陳

述書作成への謝礼の趣旨で、被告人の友人であるＤ名義の口座に振り込まれ、10 

残り１００万円は、そのままＢ商事名義の口座に残され、本件各犯行の申請に

係る税理士への１１万円の支払を除き、使われることはなかった。 

㋑Ｃの申請による持続化給付金２００万円は、同年６月２９日、Ｃ名義の口

座に振り込まれ、その後そのほとんどが被告人名義の口座に移された。 

㋒Ｂ商事の申請による家賃支援給付金５４９万９９９６円は、令和３年１月15 

６日、Ｂ商事名義の口座に振り込まれ、その後、うち５００万円が被告人名義

の口座に移され、この５００万円のうち１００万円については更にＣ名義の口

座に移り、この１００万円は、被告人の利用していた会員制イタリアンレスト

ランの口座への約６１万円の振込及びＤ名義の口座への５０万円の振込に用い

られた。この５００万円を差し引いた残りの５０万円弱については、Ｂ商事の20 

法人税、会計ソフト代金、ウイルス対策ソフト代金として合計約２０万円弱が

費消されたほかは、Ｂ商事名義の口座に残ったままになった。 

㋓Ｃの申請による家賃支援給付金６００万円は、同年１月２５日、Ｃ名義の

口座に振り込まれ、その後、うち５００万円が、被告人の友人であるＥ名義の

口座を経て、被告人名義の口座に移され、残りの１００万円のうち合計３５万25 

円はＤ名義の口座に、５０万円はＥ名義の口座に振り込まれた。 
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 また、前記のとおり、本件各犯行に係る申請は、いずれも被告人がこれ

を行うことを決め、Ａに指示して申請手続きを行わせたものであり、申請の目

的も、前記の訴訟に係る支払の原資も含め、基本的には被告人の財産を増加さ

せるためであったと認めるのが相当である。 

 以上を併せ考慮すれば、本件各犯行による詐取金合計約１５５０万円の5 

うち、Ｃ名義の口座に入金され又は被告人名義の口座に移された１２００万円

（ただし、その後最終的にＤやＥ名義の口座に振り込まれた合計１３５万円を

除く）については、これを被告人が取得したと評価するほかないし、Ｂ商事名

義の口座に振り込まれたうち、前記の訴訟に係る謝礼の趣旨でＤに支払われた

１００万円についても、被告人の得た利益と評価し得る。 10 

そうすると、被告人が、本件各犯行による詐取金の相当部分を取得したと評

価することに何ら不合理な点はない。同旨の原判決の認定・評価は相当であ

る。 

ウ 所論の前記①は、原判決は、Ａも多額の利益を得ていたとの主張を殊更

無視し、被告人が利益の大半を得たことを認めていると曲解した、という。し15 

かし、前記のとおり、本件各犯行による詐取金の相当部分を被告人が取得した

と評価するのが相当であるところ、原審公判廷において、被告人は、「今回だ

まし取ったお金の」「大部分はあなたが使ったということになりますけども、

そこはよろしいんですか」との質問に対し、「はい」と答えていることに照ら

せば、これをもって、被告人が詐取金の相当部分の利得を認めたものと理解す20 

ることは不合理でなく、原判決が曲解をしているということはない。所論は採

用できない。 

エ 所論の前記②は、要するに、Ａも本件各犯行による詐取金の相当部分を

取得したと主張するものであるが、㋐詐取金の受給自体は令和２年６月以降で

あり、それ以前にＡが被告人から金銭を受け取ったとしても、これを詐取金の25 

分配と考える余地はないこと、㋑被告人は、Ｃ名義のものも含め、受給した詐
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取金の他にも多額の資産を有していたと認められ、Ａが被告人やＣから受けた

利益が、必ずしも本件各犯行による詐取金を原資とするものとは認め難いこ

と、㋒所論の主張する令和３年２月の被告人からＡへの５００万円の授受につ

いては、関係証拠に照らし、振込によらずに両者の間にそのような金額の金銭

の授受があったとは考え難いこと、などからすれば、所論の指摘する事情を踏5 

まえても、Ａが本件各犯行による詐取金の相当部分を取得したとまではいえ

ず、被告人が本件各犯行による詐取金の相当部分を取得したとの前記イの評価

は妨げられない。 

なお、所論は、本件各犯行時も含め、Ｃ、Ｂ商事、被告人、Ａ、Ｅ、Ｄらの

間で頻繁に資金移動がされており、本件が、ＡらがＣの業務を行っていないに10 

もかかわらず、その利益にあずかり、あるいは、あずかろうとする中で行われ

た犯罪であることからすれば、振り込まれた給付金が、直後から銀行取引履歴

上どう減っていったかだけを見て、不正の利益を得た者を評価すること自体が

誤りである、と主張する。これは、要するに、被告人とＡらの間で資金移動が

頻繁にされ、Ａらは被告人から利益を受けていたのであるから、そのような中15 

で本件各犯行による詐取金が入金された以上、詐取金入金後の銀行取引履歴上

の推移にかかわらず、Ａが被告人から受けた利益は基本的に詐取金の分け前と

して評価すべきである、と主張するものと解される。しかし、Ａが受ける利益

は、いったん被告人のもとに帰属した詐取金について、被告人の判断でＡに供

与されるものであるから、被告人自身の財産の処分行為の結果という側面の色20 

濃いものであることが否定できないというべきである。したがって、詐取金の

分配の趣旨と評価すべきか否かは、前記のような、詐取金入金後の銀行取引履

歴のほか、利益の供与の時期、利益の供与の際にその趣旨が明示されていたか

否か等の事情から検討するほかない。所論は採用できない。 

⑶ その他の所論について 25 

ア 所論は、①被告人は、当初持続化給付金に関する情報がもたらされた
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際、これを申請しないつもりであったが、その後、Ａから、形さえ整えれば受

給できるものと聞くにつれ、簡単に受給できるのであればとの思いで、その１

週間後に申請をするに至ったものであり、また、それにより持続化給付金を受

給できたことから、さらに、家賃支援給付金の不正受給にも手を染めてしまっ

たものであり、動機は安易かつ短絡的であって許されるようなものではない5 

が、当初から不正受給の計画を練って強固な犯意で本件各犯行に及んだもので

はない、②本件各犯行当時、被告人もＡも、中小企業庁が行う各給付金事業の

実務に携わったことはなく、その担当者からいわゆる内部情報を聞き出したこ

ともないのであり、被告人が専門知識を悪用したことはなく、その立場を利用

したこともない、③被告人らは、申請に当たって事業活動や賃貸借契約を仮装10 

したが、調査を受ければすぐにでも虚偽が発覚するような稚拙なものであり、

犯行態様が巧妙で悪質性が高いとまではいえない、④申請手続きは全てＡが担

当し、必要な契約書や売上台帳等の文書をＡ自ら作成するなど、Ａなくして本

件各犯行の遂行はできなかった、⑤原判決では分析的に評価されていないが、

単に約１５５０万円の被害を回復しただけでなく、約４００万円もの加算金等15 

を支払っているのであって、被害弁償を超えて財産的制裁を受け終わった点も

評価されるべきである、という。 

イ しかし、①については、そもそも受給要件を満たさないのに、これを仮

装して給付金の支給を受けようとしている以上、計画的な犯行というべきであ

り、犯意にも確固たるものがあったというべきであって、所論は、結局、計画20 

がじっくり練られたわけではなかったとか、何が何でも詐取しようというほど

の強い意思はなかったと主張するものに過ぎず、原判決を不当としない。②及

び③については、原判決も、量刑を重くする事情として、専門知識の悪用や、

犯行態様の巧妙さを指摘しているわけではなく、所論は、より悪質というべき

事情がないと主張するものに過ぎず、これも原判決の量刑を不当としない。④25 

については、そのような事情を前提としても、被告人が本件各犯行を主導した
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との評価が変わるものではなく、原判決は左右されない。⑤については、原判

決が加算金等の支払も含めて考慮していることは明らかであるから、所論は当

たらない。 

⑷ 以上によれば、犯行動機のないＡを巻き込んだ旨の説示については、こ

れを支持することはできないものの、原判決のその余の認定・評価は相当とい5 

うことができる。そして、詐取金の額が多額であること、被告人が本件各犯行

を主導し、詐取金の相当部分を利得したことなどに照らすと、これらのみでも

犯情は相当に悪質というべきであり、被告人には原則として実刑をもって臨む

べきであるとする原判決の評価は不合理ではないし、被告人を懲役２年６か月

に処した原判決の量刑が、重過ぎて不当であるともいえない。 10 

したがって、原判決の量刑判断は、その結論において不合理とはいえない。 

量刑不当の論旨は理由がない。 

⑸ なお、当審における事実取調べの結果によれば、原判決後、被告人が、

Ｃ名義の自動車２台を売却し、これを原資に７００万円の贖罪寄付を行ったこ

と、被告人が更に反省を深め、更生に向けた具体的な行動を取り始めたことが15 

認められるが、この点を踏まえても、原判決の量刑が重過ぎるに至ったとはい

えない。 

第４ よって、刑訴法３９６条により本件控訴を棄却することとし、当審にお

ける未決勾留日数の算入につき刑法２１条を適用して、主文のとおり判決す

る。 20 

  令和４年５月２４日 

東京高等裁判所第６刑事部 

 

 

 25 

裁判長裁判官     石   井   俊   和 
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裁判官     杉   山   正   明 


